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殿
代
の
奴
隷

と

く

に
N

vy

奴
隷

呉型
度
と
農
業

蕩
両
氏
の
近
著
を
中
心
と
し
て
一
・

　
中
国
社
会
の
歴
史
的
発
展
の
な
か
で
、
古
代
的
・
奴
隷
制
社
会
の
段
階
を
ど

の
時
代
に
指
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
韓
国
の
多
く
の
歴
史
家
た
ち
の
あ
い
だ

で
、
さ
い
き
ん
、
ほ
ぼ
意
見
が
で
致
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

　
か
つ
て
、
郭
沫
若
氏
は
、
遷
代
を
氏
族
制
社
会
と
し
、
朝
代
を
古
代
社
会
と

　
　
　
①

規
定
し
た
。
さ
い
き
ん
、
郭
氏
の
所
論
は
や
や
修
正
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
な
お
、

侯
外
盧
お
よ
び
薬
草
郭
氏
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
同
氏
ら
は
、
申
国
奴
隷
社
会

の
起
源
を
周
初
に
お
き
、
春
秋
戦
国
を
へ
て
秦
漢
の
時
代
に
そ
れ
が
崩
指
し
た
、

　
　
　
　
　
　
＠

と
断
定
し
て
い
る
。

　
し
か
る
に
、
他
方
、
長
長
羽
、
鵬
伯
賛
、
呉
沢
氏
ら
は
、
夏
を
原
始
的
・

氏
族
共
同
社
会
、
股
を
古
代
的
・
奴
隷
制
社
会
、
周
代
を
封
建
制
社
会
と
規
定

　
③

し
た
。
呉
氏
に
よ
る
と
、
罪
代
を
封
建
社
会
と
す
る
学
者
も
あ
る
が
、
さ
い
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ん
で
は
、
多
数
の
難
解
家
た
ち
が
呂
氏
ら
の
所
論
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
と
い
・
つ
。

鄙
初
民
氏
は
、
そ
れ
ら
と
や
や
異
っ
て
、
夏
・
殿
を
奴
隷
制
勝
会
ど
し
、
西
寺

中

島

健

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
封
建
社
会
の
上
限
と
し
て
い
る
。

　
岡
本
氏
の
紹
介
さ
れ
た
、
ソ
ウ
ィ
エ
ト
の
ド
ゥ
ー
マ
ン
お
よ
び
ス
ト
ゥ
ー
ル

ヴ
ェ
両
氏
は
、
殴
末
〔
紀
元
前
一
二
世
紀
末
〕
に
奴
隷
制
禦
会
の
成
立
を
み
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

め
、
三
国
一
1
西
暦
に
封
建
的
諸
関
係
の
発
展
を
措
定
t
て
い
る
、
と
こ
ろ
が
、

わ
が
中
国
史
家
の
あ
い
だ
で
は
、
さ
い
き
ん
、
申
国
奴
隷
制
社
会
の
上
限
を
設

に
お
き
、
そ
の
終
期
を
唐
来
に
ま
で
、
い
ち
じ
る
し
く
延
長
す
る
考
え
方
が
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

般
化
し
て
い
る
よ
5
で
あ
る
。

　
奴
隷
制
と
封
建
制
と
の
段
階
規
定
を
め
ぐ
る
申
国
史
の
時
代
区
分
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
国
際
的
に
も
い
ち
じ
る
し
い
不
一
致
が
み

と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
一
に
、
中
国
の
奴
隷
階
級
が
、
主

要
な
生
産
部
門
の
な
か
で
、
労
働
奴
隷
制
と
し
て
へ
広
は
ん
に
、
い
わ
ゆ
る

『
古
典
陸
的
に
、
貫
徹
さ
れ
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
奴
隷
制
段
階
と
指
証
さ
れ

る
社
会
の
な
か
に
隷
農
的
制
度
が
並
存
し
、
ま
た
、
封
建
的
段
階
に
族
長
的
な
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い
し
は
家
父
長
的
に
編
成
さ
れ
た
奴
隷
制
度
が
並
存
し
一
そ
れ
ら
が
、
そ
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

じ
て
『
集
団
が
そ
の
ま
ま
他
の
集
団
に
よ
っ
て
総
体
的
に
所
有
・
支
配
さ
れ
』

一
て
い
た
こ
と
に
、
段
階
や
範
瞬
規
定
に
つ
い
て
の
不
一
致
の
お
も
な
理
由

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
股
掌
を
労
鋤
奴
隷
が
ひ
ろ
く
瞥
及
し
た
奴
隷
制
段
階
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
る

薦
氏
や
呉
沢
氏
に
し
て
、
な
お
か
つ
、
そ
の
奴
隷
制
と
並
ん
で
、
家
族
も
ち
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

個
別
的
な
小
農
民
経
営
や
隷
農
的
身
分
の
並
存
を
指
摘
し
て
い
る
。
周
初
に
申

閣
奴
隷
社
会
の
成
立
を
み
と
め
る
侯
氏
も
、
当
時
、
奴
隷
階
級
は
家
父
長
制
的

に
編
成
さ
れ
、
家
を
も
つ
て
単
位
を
な
し
て
い
た
が
、
他
方
、
自
己
の
家
計
と

家
族
を
も
ち
、
租
庸
調
を
支
払
っ
て
耕
地
の
個
別
的
用
益
権
を
も
つ
隷
農
階
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
⑲

も
並
存
し
て
い
た
ζ
と
を
認
め
て
い
る
。
石
母
田
氏
や
西
島
氏
も
、
小
作
営
農

を
非
歴
史
的
範
曜
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
周
知
の
よ
弓
で
あ
る
。
小

論
で
は
、
段
階
規
定
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
が
支
配
的
で
あ
っ
た
か
と
い
弓
こ
と

は
一
応
論
外
と
し
、
両
者
の
並
存
な
い
し
は
複
合
の
事
実
に
注
目
し
て
お
き
た

い
。

　
股
人
は
、
黄
土
地
域
の
う
ち
、
黄
河
中
流
流
域
の
、
水
利
に
も
恵
ま
れ
た
、

も
っ
と
も
地
昧
肥
沃
な
、
秦
嶺
以
北
の
厚
い
黄
土
地
域
に
古
王
国
の
基
礎
を
お

　
⑧

い
た
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
は
、
奴
隷
を
使
役
し
て
農
業
生
産
の
発
展
に
努
力
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
た
め
に
、
｛
嬉
嬉
は
い
ま
や
股
の
経
済
的
・
社
会
的
発
展
の
墓
礎
と
な
っ
た
。

か
つ
て
、
殿
の
経
済
的
基
礎
は
『
畜
牧
』
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
呉
、
勢
両

　
　
　
　
　
股
代
の
奴
隷
制
度
と
農
業
（
中
鋳
）

氏
は
、
そ
れ
に
反
し
て
、
　
『
畜
牧
』
か
ら
農
業
へ
の
過
渡
期
は
す
で
に
股
の
前

代
に
終
了
し
、
『
畜
牧
』
は
も
は
や
支
配
的
で
な
く
、
・
漁
猟
は
娯
楽
化
し
、
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

業
経
営
方
法
の
い
ち
じ
る
し
い
進
展
を
強
調
し
て
い
る
。

　
甲
骨
文
に
、
し
は
し
ば
、
黍
、
稜
、
粟
、
麦
、
禾
等
、
お
よ
び
、
果
樹
、
桑
、

　
　
　
　
　
⑱

粟
等
が
み
え
る
。
呉
氏
は
、
甲
骨
文
の
穀
物
名
を
詳
細
に
研
究
さ
れ
た
結
論
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

し
て
、
ト
辞
に
、
『
求
禾
』
、
『
愚
妻
』
、
『
巡
回
幽
、
『
受
遺
』
、
『
告
麦
』
、
『
受
逐

年
』
、
『
登
黍
』
、
『
観
黍
』
等
が
も
っ
と
も
多
く
み
え
る
と
ζ
う
か
ら
、
毅
代
の

穀
物
は
、
麦
と
黍
が
主
で
あ
り
、
稲
が
そ
れ
に
つ
い
で
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い

⑧る
。
当
時
、
米
麦
は
、
食
物
の
残
余
を
酒
に
し
た
。
す
で
に
、
夏
の
桀
の
こ
と

ば
に
、
『
酒
池
陥
林
』
、
『
一
鼓
而
牛
飲
者
三
千
人
』
と
あ
る
よ
う
に
、
穀
物
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

産
は
か
な
り
発
展
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
農
器
具
は
、
主
と
し
て
、
木
器
や
青
銅
器
の
束
で
、
鉄
製
農
具
は
ま
だ
使
爾

さ
れ
て
い
な
い
が
、
牛
・
馬
や
二
距
の
犬
か
ま
た
は
鹿
に
よ
る
摯
耕
が
お
こ
な

　
　
　
　
⑲

わ
れ
て
い
た
。
甲
骨
文
に
は
、
『
六
畜
』
な
い
し
『
七
畜
』
と
し
て
、
牛
、
羊
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

琢
、
鶏
、
犬
、
馬
、
鹿
の
文
字
が
み
え
る
。

　
耕
種
方
法
と
七
て
は
、
甲
骨
文
に
、
　
『
焚
』
や
『
変
』
の
字
が
し
ば
し
ば
み

え
、
ま
た
、
『
蒼
林
墨
田
』
、
　
『
火
田
為
狩
』
等
、
当
時
、
森
林
焼
畑
農
法
の
存

　
　
　
　
　
⑳

在
を
確
認
す
る
。
他
方
、
ま
た
、
易
経
に
『
落
懸
穫
、
不
蕗
愈
』
の
記
載
が
あ

る
と
こ
ろ
が
ら
、
畑
作
で
は
、
の
ち
に
西
周
時
代
に
普
及
す
る
、
輪
作
式
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

し
は
三
圃
農
法
が
す
で
に
般
人
の
あ
い
だ
で
始
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竜
竜
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股
代
の
奴
隷
制
度
と
農
業
（
中
齢
）

　
三
面
は
、
田
⊥
骨
文
の
『
今
夕
其
雨
、
穫
象
』
や
甲
骨
丈
に
多
数
の
象
の
刻
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り

が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
、
呂
氏
春
秋
上
下
篇
の
『
商
人
服
毒
、
為
虐
於
東
夷
』

を
引
用
し
、
か
つ
て
、
股
代
の
北
方
地
域
は
象
の
駿
み
う
る
よ
5
な
温
暖
・
湿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

潤
な
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
据
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
日
、
水
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
た
多
数
の
池
や
井
戸
が
残
存
す
る
こ
と
こ
ろ
か
ら
も
馬
歯
さ
れ
る
。
甲
骨
文

に
は
、
　
『
井
』
ま
た
は
『
井
』
の
字
多
く
み
え
、
ま
た
、
呂
旋
に
い
》
つ
『
繋
井

概
田
』
か
ら
、
当
時
に
お
い
て
は
、
井
水
や
溜
池
に
よ
る
肥
培
臨
海
《
該
舅
窺
ぎ
σ
q

一
「
鳳
σ
q
p
賦
。
炉
蜀
旨
。
露
暮
σ
q
蜀
。
毛
匿
器
毎
賢
σ
Q
》
〔
畑
作
で
は
、
平
間
灌
瀧
・
潅
流
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
い
し
は
、
か
け
洗
し
式
灌
概
〕
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
般
代

の
黄
河
の
治
水
・
灌
瀧
に
つ
い
て
は
、
周
代
以
降
に
み
る
よ
う
な
、
大
規
模
な

施
設
と
配
慮
と
を
い
ま
だ
必
要
と
し
な
か
っ
た
よ
・
り
に
思
5
。

　
三
代
の
最
高
支
配
者
は
国
王
で
あ
り
、
そ
の
下
位
に
聖
・
俗
の
貴
族
さ
ら

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
家
臣
団
が
あ
っ
た
。
当
時
の
基
本
的
な
階
級
対
立
は
奴
隷
所

有
者
と
奴
隷
階
級
で
あ
っ
た
が
、
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
弓
に
、
そ
れ
ら
の
申
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
多
く
の
自
由
な
い
し
半
国
日
脚
民
が
存
在
し
た
。

　
卜
辞
に
は
、
奴
隷
を
意
昧
す
る
、
奴
、
僕
、
御
、
婁
、
俘
、
臣
民
、
童
、
妾
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

侑
、
役
、
債
、
小
人
、
刑
入
、
宰
、
衆
黍
な
ど
が
み
え
る
。
か
れ
ら
が
、
ど
の

よ
ら
な
仕
事
に
使
役
さ
れ
た
か
は
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
学
者
の
意
見

も
一
致
し
て
し
な
い
。
衆
黍
は
農
耕
に
使
役
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
5
。
侯
爵
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

奴
と
臣
民
は
対
外
征
服
の
た
め
の
軍
役
に
使
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
刑
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

宰
は
罪
人
。
呉
氏
は
、
奴
は
全
人
絡
を
無
視
さ
れ
た
最
下
位
の
奴
隷
で
あ
り
、

僕
、
そ
の
他
は
、
当
時
の
安
陽
で
繁
栄
し
て
い
た
銅
器
や
陶
器
製
作
な
ど
の
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

工
業
や
競
役
に
作
わ
れ
た
家
内
奴
隷
で
あ
る
と
い
う
。

　
盛
代
の
奴
隷
は
主
と
し
て
、
戦
争
の
俘
虜
で
あ
っ
て
、
婁
、
俘
、
臣
民
な
ど

は
明
ら
か
に
被
征
服
民
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
奴
隷
は
種
族
名
を
つ
け
て
集
団
的

　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
編
成
さ
れ
て
い
た
。
侯
氏
は
、
股
・
周
に
お
け
る
城
市
経
済
の
発
展
を
古
．
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ビ
P
ソ
社
会
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
申
国
の
古
代
的
社
会
で
は
、
ナ
イ
ル
や
イ
y
ダ
ス
洗
域
の
古
代

的
社
会
に
比
し
て
、
異
例
的
に
、
多
数
の
奴
隷
を
使
役
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。＠o③＠so

郭
決
　
若
氏
『
中
等
古
代
社
会
研
究
』
、
上
海
、
　
一
九
三
〇
年
。

侯
外
慮
氏
『
中
國
古
代
社
会
史
』
、
上
海
、
　
一
九
四
九
年
、
序
丈
、
ニ

ペ
ー
ジ
参
照
。

呂
振
羽
氏
『
史
前
期
中
国
社
会
研
究
』
、
北
平
、
一
九
三
四
年
。
躬
伯

養
氏
『
中
国
史
綱
』
、
第
一
巻
、
史
前
史
・
殿
周
史
、
上
海
、
　
一
九
五

〇
年
。
呉
沢
氏
『
古
代
史
陳
《
中
国
歴
史
大
系
》
1
股
代
奴
隷
制
社

会
史
一
1
1
上
海
、
　
一
九
四
九
年
。

呉
氏
前
掲
書
、
序
文
、
三
九
五
1
四
二
頁
。

郵
初
民
氏
『
中
團
社
会
史
教
程
』
、
上
海
、
　
一
九
五
〇
年
。

岡
本
三
郎
氏
『
中
区
【
に
お
け
る
古
代
の
成
立
と
山
朋
壊
に
つ
い
て
の
一
考

察
』
　
《
歴
史
学
研
究
》
第
一
五
〇
号
、
一
九
五
一
年
三
月
。
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西
齢
宛
生
氏
呵
古
代
国
家
の
権
力
構
造
』
、
歴
史
学
研
究
会
一
九
五
〇

年
度
大
会
報
告
《
國
家
権
力
の
諸
段
階
》
所
収
、
　
一
九
五
〇
年
。
同
氏

『
中
國
古
代
史
の
理
解
に
つ
い
て
』
…
i
I
岡
本
氏
の
論
稿
に
た
い
す
る

疑
聞
－
《
歴
史
単
研
究
》
第
＝
五
二
号
、
　
一
九
五
一
年
七
月
。

マ
ル
ク
ス
『
吻
只
言
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
、
飯
田
貫
一
氏
訳
、
　
一

九
四
九
年
、
八
一
九
、
四
九
、
一
〇
四
頁
。
郡
氏
上
掲
書
、
八
三
－
四
頁
。

呉
氏
函
剛
m
掲
書
、
　
一
五
三
－
山
ハ
、
　
三
〇
三
百
ハ
以
下
。
前
捌
氏
晶
剛
掲
書
、
　
二
　
一

〇
1
一
頁
。

侯
氏
前
掲
書
、
四
ニ
ー
三
、
四
七
－
五
三
、
一
二
七
頁
。

石
母
田
正
氏
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
〔
第
四
版
〕
、
一
九
五
〇
年
、
と

く
に
、
　
四
〇
山
ハ
頁
以
下
。

西
島
氏
前
掲
論
丈
。
な
お
、
そ
れ
ら
の
並
存
・
複
合
の
技
術
的
。
経
済

祉
会
的
理
曲
に
つ
い
て
は
、
小
稿
『
古
代
的
社
会
に
か
ん
す
る
若
干
の

問
題
』
　
《
人
文
地
理
》
　
〔
】
九
五
一
・
一
二
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。

呉
氏
前
掲
書
、
六
六
、
　
一
四
四
頁
以
下
。

煎
創
氏
前
掲
書
、
　
一
九
二
頁
以
下
。
郵
氏
前
掲
書
、
八
○
一
八
三
頁
。

呉
氏
前
掲
書
一
五
六
頁
以
下
、
二
〇
五
頁
。
鶉
氏
前
掲
書
、
　
一
九
二
一

一
九
四
、
　
一
九
八
百
ハ
以
下
。

鶴
氏
前
掲
欝
、
一
九
二
頁
。
郵
氏
葡
掲
書
、
八
一
頁
。

呉
胴
縁
掲
書
、
　
一
四
七
、
　
一
五
八
頁
。
華
北
で
は
、
程
〔
黍
〕
、
菓
、

稗
〔
穆
〕
等
が
新
石
器
時
代
に
み
と
め
ら
れ
、
稲
の
栽
培
は
、
イ
ン
ド

よ
り
お
く
れ
て
、
青
銅
器
時
代
〔
紀
元
前
二
〇
〇
〇
年
〕
に
輩
南
よ
り

導
入
さ
れ
た
。
霊
㈹
磐
β
Q
Q
」
、
、
恕
ミ
唱
鳩
．
奇
、
ミ
㌶
3
一
Φ
α
ρ
ダ
幽
。
◎
．

呉
氏
植
附
掲
激
M
、
　
一
五
七
、
　
一
七
編
ハ
…
1
七
頁
Q

殿
代
の
奴
隷
制
度
と
農
業
（
中
島
）

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
呉
氏
辿
剛
掲
鞭
賞
、
　
一
五
五
、
　
一
六
〇
一
一
百
ハ
。
豹
氏
凶
剛
司
書
、
　
一
九
〇
頁
．
．

呉
氏
前
掲
書
、
　
一
九
二
頁
以
下
。
侯
氏
前
掲
書
、
三
六
頁
。

呉
氏
前
掲
書
、
一
三
五
－
七
、
二
三
五
一
六
頁
Q
ち
な
み
に
、
北
史
・

東
夷
伝
に
は
『
流
半
国
〔
琉
球
国
）
、
そ
の
田
、
良
く
沃
え
た
り
、
ま

つ
火
を
以
っ
て
焼
き
、
而
し
て
水
を
灌
ぐ
』
と
あ
る
。
郭
泳
若
氏
前
掲

鱒
賞
、
　
藤
核
ナ
｛
夫
氏
訳
、
　
一
二
山
ハ
七
百
ハ
参
照
。

呉
氏
前
掲
磐
、
一
五
五
頁
。

豊
ハ
氏
井
剛
掲
澱
g
、
　
山
ハ
ニ
ー
一
二
百
ハ
。

蒙
丈
通
氏
『
古
代
河
内
気
候
有
如
今
江
域
説
』
　
《
禺
貢
》
一
ノ
ニ
、
一

九
三
四
年
。
小
著
『
地
理
学
』
、
一
九
四
九
年
、
一
三
六
、
　
一
三
八
－

一
四
〇
頁
、
註
、
〔
三
八
〕
参
照
。

薦
〃
氏
前
掲
書
、
　
一
九
二
頁
。
呉
氏
前
掲
書
、
　
一
六
八
頁
頁
。

鵬
氏
萬
掲
書
、
二
一
〇
頁
以
下
。
呉
氏
前
掲
書
、
二
九
〇
一
二
頁
．
、

躬
氏
前
掲
書
、
二
一
ニ
ー
三
頁
。
呉
氏
前
掲
書
、
二
九
〇
頁
以
下
。

侯
氏
は
、
ト
辞
に
み
え
る
『
契
』
、
『
僕
』
は
家
内
奴
隷
で
あ
り
、
『
衆

黍
』
は
小
規
模
な
庭
園
農
耕
に
使
役
し
た
奴
隷
で
あ
る
と
い
う
。
藻
剛
掲

書
、
三
四
頁
。

煎
伽
氏
前
掲
書
、
二
〇
一
－
二
頁
ρ

薦
氏
前
掲
書
、
二
一
二
頁
。

侯
氏
前
即
掲
書
、
　
三
五
L
山
ハ
、
　
一
　
一
【
二
頁
以
下
。
華
氏
は
、
　
樋
代
を
野
謎

上
期
の
前
代
と
し
て
い
る
。
当
時
、
農
業
は
殿
の
主
要
な
経
済
的
基
礎

を
な
し
て
お
ら
ず
、
牧
畜
が
主
要
な
基
礎
を
な
し
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
殿
の
社
会
は
、
な
お
、
奴
隷
制
度
の
不
必
要
な
社
会
段
階
で
あ
っ

て
、
奴
隷
所
有
者
的
社
会
構
成
は
な
ん
ら
気
配
的
性
質
を
も
た
な
か
っ

た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
同
上
書
、
三
四
－
三
七
頁
。

七
九
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